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年金記録回復促進法案〔通称〕の概要 
〔厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部を改正する法律案〕 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


厚生年金保険の保険料を天引きされた事実等の判断


年金記録確認第三者委員会は、 


①保険料を天引きされた事実を判断するに当たり、申立人の申立てを十分しん酌


②速やかに、雇用保険の記録、所得税の課税に関する記録その他の官公署が有す


る記録で当該事実があることを推測させるものをできる限り収集 


③当該申立てが社会通念上明らかに不合理であるとはいえないと認める場合は、


当該事実がある旨の判断を行う 


国民年金の保険料を納付した事実その他の厚生年金保険法又は国民年金法による


給付に影響を与える事実の判断に当たっても同様とする 


事業主等に対する特例納付保険料の納付の勧奨等


社会保険庁長官は、左の場合のうち 


○ 特例対象者に係る保険料の納付義務の不


履行が明らかであると認め、かつ、 


○ その不履行について、国に帰責事由があ


るおそれがないと認める場合に限り、 


事業主等に対し特例納付保険料の納付を勧奨


特例対象者に係る保険料の


納付義務の不履行が明らか


であると認められる場合に、 


国に帰責事由があるおそれ


がないとは認められないこ


とにより納付の勧奨が行わ


れなかったときは、 


特例納付保険料相当額を国


庫から負担 


現行法 


社会保険庁長官は、年金記録確


認第三者委員会の意見に基づい


て、特例対象者に係る年金記録


の確認等を行った場合、事業主


等に対し特例納付保険料の納付


を勧奨 


改正後 


国民の立場に立ち、保険料を天引きされた者が不利益を被らないようにする観点 


特例納付保険料相当額を国庫から負担 


期限までに特例納付保険料の納付


の申出が行われなかったとき等 


期限までに特例納付保険料の納付


の申出が行われなかったとき等 


事業主等


を公表 


特例対象者に係る保険料の納付義務の不履 


行が明らかな場合に限り、事業主等を公表 








(別 紙）


年金記録確認第三者委員会のあっ旋状況


中央第三者委員会 地方第三者委員会


※小数第1位四捨五入 ※小数第1位四捨五入


あっ旋件数 非あっ旋件数 あっ旋率 あっ旋件数 非あっ旋件数 あっ旋率


平成１９年７月 23 0 100% 平成１９年７月 ー ー ー


８月 23 3 88% ８月 25 0 100%


９月 36 6 86% ９月 83 3 97%


１０月 23 6 79% １０月 168 58 74%


１１月 20 13 61% １１月 209 170 55%


１２月 16 7 70% １２月 206 199 51%


平成２０年１月 40 10 80% 平成２０年１月 265 342 44%


２月 31 22 58% ２月 478 805 37%


３月 29 11 73% ３月 721 1283 36%


４月 17 4 81% ４月 1347 1297 51%


５月 17 11 61% ５月 1599 1577 50%


６月 22 20 52% ６月 1448 2117 41%


７月 14 20 41% ７月 1212 2120 36%


８月 9 12 43% ８月 1070 1914 36%


９月 8 24 25% ９月 1820 3256 36%


１０月 13 32 29% １０月 1399 2820 33%


１１月 34 13 72% １１月 1549 2891 35%


１２月 14 24 37% １２月 1599 3208 33%


平成２１年１月 17 44 28% 平成２１年１月 1553 3031 34%


２月 1308 31 98% ２月 1896 3302 36%


あっ旋率 ４０％


※年金記録確認中央第三者委員会事務局資料をもとに津田弥太郎事務所が作成





